
○ 玉 野 市 道 路 位 置 指 定 指 導 要 綱

（目 的）

第１条 この要綱は、建築基準法（昭和２５年法律第２０１号。以下「法」という。）

第４２条第１項第５号の規定に基づく道路の位置の指定（以下「道路位置指定」とい

う。）について、必要な事項を定めるものとする。

（道路の配置設計）

第２条 位置の指定を受けようとする道路（以下「指定道路」という。）は、建築基準

法施行令（昭和２５年政令第３３８号）第１４４条の４、建築基準法施行規則（昭和

２５年建設省令第４０号）第９条及び昭和４５年建設省告示第１８３７号の規定によ

るほか、この要綱の定めるところにより設置するものとする。

２ 指定道路の配置並びに指定道路に接する敷地の規模及び形状は、土地利用、交通等

の現況及び今後の計画的な市街化形成を十分考慮し、設計しなければならない。

（適用範囲）

第３条 この要綱の適用を受けるものは、指定道路及び当該指定道路に接する敷地とす

る。

（申 請）

第４条 玉野市建築基準法施行細則（平成１１年玉野市規則第２７号。以下「細則」と

いう。）第１５条第１項の申請におけるその他市長が必要と認める図書は、次の表に

掲げるもののうち必要なものとする。ただし、市長が特に必要と認める図書が別にあ

る場合は、当該図書を求めることができる。

図 書 の 種 類 作 成 要 領 、 明 示 す る 事 項 等

１ 図 書 目 録 ・当該申請書に添付した図書。その部数等を明示すること。

２ 委 任 状 ・申請手続きを第三者に委任する場合に添付、受任者の行政書

士登録、建築士事務所登録等の受任資格、住所及び電話番号

並びに受任資格の登録地を明示すること。

３ 道路の位置の指

定区域内の権利者

及び管理者の一覧

細則様式(第 15 条

関係）

・指定道路の区域内の土地、建物の権利者名及び管理者名等を

記入すること。

・所有権以外の権利が設定されている場合は、その設定権利者

も記入のこと。

４ 権利者の承諾書

細則様式(第 15 条

関係）

・道路の位置の指定区域内の権利者及び管理者の一覧の１欄に

記入した全ての権利者（申請者を除く）の承諾書が必要。

・土地区画整理地区内で仮換地指定の終了地等の場合は仮換

地通知書又はこれに代わる権利者であることを証明する図

書を添付すること。

５ 管理者の承諾書

細則様式(第 15 条

関係）

・道路の位置の指定区域内の権利者及び管理者の一覧の２欄に

記入した全ての管理者（申請者を含む）の承諾書が必要。
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２ 申請者は、原則として工事完了届の提出までに道路部分（道路敷きを含む。）を分

筆し地目を公衆用道路にし、分筆後の地籍図及び土地登記簿謄本２部、工事写真（１

６ 登記簿謄本・印鑑

登録証明書

・指定道路区域に係る土地・建物登記簿謄本（土地区画整理事

業における仮換地の土地について

は、仮換地指令書）を添付すること。

・承諾者の印鑑登録証明書（３ヶ月以内）を添付すること。

７ 指定道路区域隣

接地の権利者の一

覧表

・所定の書面による。

８ 確 約 書 ・指定道路の隣接地に同一所有者の土地が合計して、１，

０００平方メートル以上ある場合又は隣接地に同じ時期

に造成された土地が合計して１，０００平方メートル以上あ

る場合（所有者が異なる場合を含む。）は、当該隣接地にお

ける１，０００平方メートルをこえる開発行為、建築行為を

１年間行わない旨の確約書を添付すること。（様式参照）

９ 指定道路築造の

許可書等

・既存の道路への接続及び水路等を含めて道路位置指定を申

請する場合は、これらの所有者又は管理者の許認可書を添

付すること。

10 関係法令に基づ

く許認可書等

・道路位置の指定を受ける敷地が、宅地造成規制区域内、風致

地区内等であるとき、又はその他関係法令に基づく許認可

を要するときは、許認可書等を添付すること。

11 附近見取図 ・縮尺２，５００分の１の都市計画地図に方位、申請道路の位

置及び開発区域を記入すること。

12 地 籍 図 ・法務局備付けの公図を転写し、申請道路の位置（道路敷を含

む）及び開発区域を記入すること。

13 道路及び敷地平

面図

・道路の幅員、延長並びに排水施設の位置及び放流先を記入す

るとともに、申請道路に接する敷地の擁壁の位置及び形状、

排水施設の位置及び形状を記入すること。

（縮 尺１／３００～１／５００）

14 土地利用計画図 ・開発区域の区画割を記入し、区画ごとに面積を記入する。

（縮 尺１／３００～１／５００）

15 丈 量 図 ・開発区域及び指定道路の丈量図及び計算式を記入すること。

16 道路、敷地横断

面図

・道路幅員、道路有効幅員、側溝の各寸法（内のり、幅、深さ、

厚さ等）、排水施設の形状、及び開発する部分と隣地との境

界部分の断面を記入すること。

（縮 尺１／３００～１／５００）

17 道路敷地縦断

面図

・道路の長さ、高低差、勾配等を記入すること。ただし、

計画した道路の勾配が少ないときは道路及び敷地平面

図に要所ごとに基準点からの高さを記入し、これを省略する

ことができる。 （縮 尺１／３００～１／５００）
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部）、完成写真（１部）を市長に提出しなければならない。

（築造承認）

第５条 市長は、細則第１５条第１項の規定による申請があったときは、その内容を審

査のうえ現地を調査し、指定基準に適合していると認めたときは、所定の指定申請道

路の築造承認通知書により申請者に通知するものとする。

（道路の工事完了届及び閲覧用図書の提出）

第６条 申請者は、申請道路の築造工事が完了したときは、速やかに所定の工事完了届

に所定の閲覧用図書を添えて市長に提出し、検査を受けなければならない。

（道路の幅員）

第７条 指定道路は、原則として６メートル以上の道路幅員がなければならない。ただ

し、その延長が１２０メートル以下であり、かつ、最小有効道路幅員が４メートル以

上ある時は、この限りでない。

（道路の隅切り）

第８条 指定道路と他の道路（法第４２条に規定する道路をいう。）が同一平面で交差

し、若しくは接続し、又は指定道路が屈曲する箇所（交差、接続又は屈曲により生ず

る内角が１２０度以上の場合を除く。以下「交差箇所等」という。）に設ける隅切り

は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める角地の隅角を挟む辺の長さをも

つ二等辺三角形の部分を当該指定道路に含むものでなければならない。ただし、隅切

りの部分に既存の建築物、高く堅固な擁壁、がけ等があり、市長が隅切りを設けるこ

とが著しく困難と認め、かつ、当該指定道路を挟むもう一辺の隅切りの部分の角地の

隅角を挟む辺の長さを、当該各号に定める辺の長さに１メートルを加えた長さとした

場合は、この限りでない。別紙（図８）参照。

（１） 指定道路と他の道路の両方（屈曲する箇所は指定道路）の道路幅員が６メート

ル以上の場合 ３メートル以上

（２） 指定道路と他の道路の両方（屈曲する箇所は指定道路）の道路幅員が５メート

ル以上で、かつ、前号に該当しない場合 ２．５メートル以上

（３） 前２号に該当しない場合 ２メートル以上

２ 前項の規定にかかわらず、交差箇所等における内角が６０度以下となる角地に設け

る隅切りは、角地の隅角を挟む辺を二等辺とし、底辺の長さを２メートル以上とした

三角形の部分を当該指定道路に含むものでなければならない。

（道路の構造）

第９条 指定道路の路面は、アスファルト舗装、コンクリート舗装その他のぬかるみと

ならない構造でなければならない。

２ 指定道路の縦断勾配が９％を超える道路は、すべり止め舗装等安全上必要な措置を

講じなければならない。

（排水施設）

第１０条 指定道路の側溝は、原則として道路の両側に設けなければならない。ただし
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周囲の状況等により市長がやむを得ないと認めた場合は、この限りでない。

２ 側溝の構造は原則として、コンクリート製とし、別紙（図９）で図示したものと同

等以上の構造としなければならない。

３ 排水施設の流末は、種々の排水が適切に流下できる容量を有する排水路に接続しな

ければならない。

４ 道路横断排水施設は、設計流量を安全に通水する断面とし、土かぶり、荷重等に十

分耐えるものとしなければならない。

（擁 壁）

第１１条 指定道路及びこれに接する敷地の造成のための擁壁は、原則として鉄筋コン

クリート造、無筋コンクリート造又は間知積み造としなければならない。

（安全施設の設置）

第１２条 指定道路が、がけ地等に隣接する場合、その他市長が通行の安全を確保する

ために必要があると認めた場合は、ガードレール、カーブミラー等適切な施設を設置

しなければならない。

附 則

この要綱は、平成１１年４月１日から施行する。

附 則

この要綱は、平成１２年４月１日から施行する。

附 則

この要綱は、平成１３年４月１日から施行する。

附 則

この要綱は、平成３１年４月１日から施行する。
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別 紙

(c)

Ｌ1 + Ｌ2 ≦ 35ｍＬ1 Ｌ2

新たに位置指定を受ける部分

6ｍ未満の既存道路

既
存
道
路

(a)

図１． 延長が35ｍ以下の場合

4ｍ以上6ｍ未満

35ｍ以内

既
存
道
路

(b)

Ｌ1 + Ｌ2 + Ｌ3 ≦ 35ｍＬ1

Ｌ3

Ｌ2

新たに位置指定を受ける部分

6ｍ未満の既存道路（私道・公道を問わない。）

既
存
道
路

6ｍ

6ｍ

図２． 終端が公園等に接続し自動車の転回に支障ない場合

4ｍ以上6ｍ未満

120ｍ以内

既
存
道
路

公園

広場等

公園、広場等に類するものとしては、海辺の砂浜や河川

敷等の堤防（転回等については管理者の承諾が必要）
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図４． 終端に設ける転回広場

図３． 中間に設ける転回広場

2.0m 4.0m

(c)

7.0m

7.0m

2.0m

2.0m

4.0m

CL

(b)

2.0m

2.0m 6.0m

9.0m

4.0m

CL

7.0m

7.0m

2.0m 2.0m4.0m

CL

(d)

2.0m

2.0m

4.0m

(b)

2.0m 2.0m6.0m

2.0m2.0m 7.0m

4.0m

(a)

2.0m

2.0m

4.0m

2.0m 2.0m7.0m

(a)

2.0m 7.0m

2.0m

2.0m

4.0m

CL

8.0m

2.0m 2.0m12.0m

CL

2.0m

(c)

6.0m

(d)

2.0m

2.0m 12.0m

4.0m

CL

6.0m
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図６． 幅員（６ｍ以上の場合）

既
存
道
路

6ｍ以上

制限なし

（参考）

既
存
道
路

L L L L

L0

120ｍ以内

4ｍ以未満上 6ｍ

L0/2L0/2

7.0m以上

図３、４において幅員が4ｍ以上の場合は

それぞれ当該形状を含むものであればよい。

＞4.0m8.0m4.0m

図５． 転回広場の区間の測り方（Lは３５ｍ以内とする）

(e)

4.0m

CL

8.0m
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(b) 側溝蓋付の場合

＊横断勾配は、片勾配のときを除き、1.5%から2.0%を標準とする。

(d) 法面等の場合
有効幅員

道路幅員

道路敷

＊1.5%～2.0%

防護柵を設置

(c) L型側溝の場合

有効幅員

道路幅員、道路敷

＊1.5%～2.0%

図７． 道路幅員の取り方

(a) 側溝蓋なしの場合

有効幅員

道路幅員、道路敷

道路幅員

＊1.5%～2.0%

蓋は強固で自動車が

載っても破壊しない

場合に限る。
有効幅員

道路幅員、道路敷

＊1.5%～2.0%
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図８． 隅切りの取り方

１) 一般的隅切り

２) 法第４２条第２項道路より接続して道路指定をする場合

(a)

指定道路

2m

2m

既
存
道
路

2m

2m

4m

Ｌ１は隅切りの長さに

１ｍを加えた長さ

(c)

4m指定道路

L１

L１

擁壁、ガケ等のある場合

既
存
道
路

4m

2m 2m

延長のとり方

道路後退線

指定道路の面積には算入しない。

２項道路と位置指定道路が円滑に接続するよう

この部分も道路状に整備が必要。

境界を明確に

すること。

2m２
項
道
路

(b)

60°以下
指定道路

内角60°以下の角地に設ける隅切りは、

角地の隅角をはさむ辺を二等辺とし、底辺

の長さを2m以上とした三角形を含むもの

であること。

4m

〃

幅員4ｍ 既存道路

120°以上

〃
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＊指定時に道路後退部分の分筆が必要（下図：分筆の仕方の例）

分筆

(b)

1651-3

1651-2

1651-1

分筆

1651番地

道路後退線

２
項
道
路

1651-1
２
項
道
路

1651-2

1651-3

(a)

２
項
道
路

道路に段差がある箇所、屈曲する箇所等に

集水枡、グレーチングを設けること。

道路幅員 有効幅員（蓋付）

有効幅員（蓋無）

150 (道路側)100 300

道
路
境
界

3
00

1
00

10
0

(宅地側)

1
00

100 350

1
0
0

敷きモルタル

15
5

2
0

図９． 側溝の構造


